
他のサービス事業所との連携によるモニタリングについて 

概要 

令和６年度介護報酬改正により、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との

連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、要件を設けた上で、テレビ

電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しがされ

た。 

 

●要件 

１ 文書により利用者の同意を得ること 

   ○利用者に対し、テレビ電話装置等による面接のメリット及びデメリットを含め、 

具体的な実施方法（居宅への訪問は２月に１回であること等）を懇切丁寧に説明すること 

○利用者の認知機能が低下している場合など、同意を得ることが困難と考えられる利用

者については、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として想定されない。 

２ サービス担当者会議等において、次に掲げる①～③の事項について主治医、担当 

者その他の関係者の合意を得ていること 

① 利用者の心身の状況が安定していることを主治の医師等による医学的な観点からの

意見や以下に例示する事項等を踏まえて総合的に判断していること 

○ 介護者の状況の変化が無いこと。 

○ 住環境に変化が無いこと 

（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等を含む） 

○ サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと 

② 利用者がテレビ電話装置等を介して、利用者の居宅において対面で面接を行 

う場合と同程度の応対ができること（家族のサポートがある場合も含む） 

③ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、 

他のサービス事業者との連携により情報を収集すること 

３ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪 

問すること 

 

●留意事項 

①主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法 

サービス担当者会議のほか、利用者の通院や訪問診療への立会時における主治の医師への意

見照会やサービス事業所の担当者との日頃の連絡調整の際の意見照会も想定されるが、いず

れの場合においても、合意に至るまでの過程を記録しておくことが必要 

 

②他のサービス事業者との連携による情報収集について 

 ・サービス事業所の担当者の同意を得ること 

 ・サービス事業所の担当者の過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量 

  については留意が必要 

 ※サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、「情報連携シート」を参考 
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【参考】 

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準について ⑰ モニタリングの実施 

 

●Q＆A  

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（介護保険最新情報 Vol.1225） 

 

 



 

 

 

 

 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（介護保険最新情報 Vol.1245） 

 




